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参議院国民福祉委員会

政府は、次の事項について適切な措置を講ず

るべきである。

本法の施行に当たっては、これまでの措置制

度の功罪を十分に認識し、事業者と対等な関係

に立って利用者自らが福祉サービスを選択し決

定できるよう、利用者、社会福祉事業者等の関

係者への啓発と周知徹底を図ること。特に、福

祉サービス利用援助事業、苦情解決制度、情報

の提供及び公開等の利用者の権利を擁護し、サ

ービス利用を支援するための仕組みが十分に機

能するよう、社会福祉事業者への指導に努める

こと。また、地方公共団体が利用者に対するあ

っせん、調整、利用の要請を適切に行えるよう、

その環境整備を図ること。

障害者福祉サービスにおける支援費支給方式

の導入に当たっては、障害者のサービス利用に

支障をきたさないよう、指定事業者に応諾義務

を課すなど必要な措置を講じるとともに、バウ

チャー方式を含め支給の在り方について検討を

行うこと。また、利用者負担については、現行

水準を上回ることのないよう十分配慮し、公費

負担の後退を招かないようにするとともに、扶

養義務者を算定の基礎に加えることの是非を含

め、その基本的在り方の検討を行うこと。

都道府県社会福祉協議会等が実施する福祉サ

ービス利用援助事業については、成年後見制度

との連携とNPOを始めとする多様な主体との

提携が図られるとともに、利用者の代表を委員

にするなど、運営適正化委員会の業務が公正、

中立に行われるよう指導すること。また、社会

福祉士とともに、専門員として精神保健福祉士

の配置を積極的に行うなど、地域で暮らす知的

障害者や精神障害者の権利擁護に努めること。

四　　福祉サービスの質の向上を図るため、利用者

の意見を反映した客観的評価基準の策定に努め

るとともに、早急に第三者機関や評価システム

を構築すること。また、社会福祉士、介護福祉

士及び社会福祉主事の適切な養成・確保に努め

るとともに、社会福祉施設職員について、勤労

条件等の改善、潜在マンパワーの就業の促進等

を図ること。

五　　社会福祉法人に対する規制及び助成について

は、公益法人、住民参加型民間団体、民間企業

等他の事業主体との適切な競争が行われる条件

の整備に十分配慮しつつ、弾力的運営を図って

いくこと。また、多様な民間のサービス提供主

体の参入が促進されるよう環境整備に努めると

ともに、NPOやボランティア活動等の住民参

加型福祉サービスが円滑に行われるよう基盤整

備を推進すること。

六　　利用者の多様な福祉サービスの選択を可能に

するよう、障害者プランの着実な推進を図ると

ともに、著しく立ち遅れている精神障害者の福

祉サービスの拡充のための見直しを行うなど、

障害者福祉サービスの一層の充実に努めること。

特に、居宅生活支援事業、デイサービス事業及
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び居宅介護支援事業等の在宅サービスの充実を

図ること。また、身体障害者、知的障害者及び

精神障害者のために地域においてきめ細かい福

祉サービスを提供している小規模作業所の法定

施設への移行に当たっては、運営の安定化に向

けた財政的支援に十分配慮すること。

七　　地域福祉計画の策定に当たっては、各分野に

おける個別計画との整合性に留意し、数値目標

の設定も視野に入れ、全市町村が速やかに策定

できるよう、財政的、技術的な支援を講じるこ

と。また、社会福祉協議会が、広く住民の参加

を求めるとともに、他機関．団体との積極的な

連携により、組織の強化、運営の適正化を図る

よう指導すること。さらに、民生委員・児童委

員については、任務の遂行、活動費の使用方法

などの実態を調査し、また、年齢構成等その任

命の在り方について配慮するとともに、委員に

対する研修の強化を図ること。

八　　障害者の自立を促進するため、所得保障及び

雇用確保の在り方について速やかに検討を進め

ること。

九　　家庭内暴力を始め、女性の性に対する侵害に

関して、婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施

設が被害者に対応している現状にかんがみ、現

行のこれらの事業を社会福祉事業として位置付

けるよう、所要の検討を行うこと。また、児童

福祉法の枠内で対応されている被害女性につい

て、女性福祉の観点で検討を行うこと。

十　　社会福祉基礎構造改革を踏まえた今後の社会

福祉の状況変化や規制緩和、地方分権の進展、

介護保険の施行状況等を踏まえつつ、介護保険

制度全般の見直しの際に、介護保険サービスを

行う社会福祉事業や養護老人ホーム、保育事業

等今回法改正の対象とならなかった社会福祉事

業の在り方、障害者に対するサービスの在り方

及び生活保護の在り方について、十分検討を行

うこと。

右決議する。
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